
Ⅰ　企業情報

令和2年4月1日現在

部　　署：総務部

担当者名：岩林部長

TEL：048-421-9431

FAX：048-421-9491

E-mail：postmaster@nikko-ser.co.jp
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(７)　ホームページ

(８)　保有施設（企業）
　　（グループ企業を含む）

61人

http://www.nikko-ser.co.jp

(６)　従業員数

(１)　名　称

(２)　所在地

(３)　代表者氏名

(４)　設立年月日

(５)　資本金

日興サービス株式会社

埼玉県戸田市笹目北町１４－１９

代表取締役社長　山口　徹

昭和　47　年　10　月　18　日

１億４０００万円
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Ⅱ　分別等処理施設

令和2年4月1日現在

１．処理施設関係

２．処理実績　
２－１．(1)年間処理実績

（単位：ｔ）

(1)受入量

(2)処理量　（分別等処理分）

(3)処理後土壌の発生量

(4)処理前土壌保管量（年度末時点）

(5)処理後土壌保管量(年度末時点)

２－２．法対象と法対象外の内訳

(1)法対象と法対象外の件数 法対象

法対象外

(2)法対象と法対象外の受入量 法対象

法対象外

注） 平成29年度：平成29年4月～平成30年3月

平成30年度：平成30年4月～平成31年3月

平成31年度：平成31年4月～令和2年3月

9,762 3,850 0

9,762 3,850

9,234

(１)　企業名 

(２)　施設名称 川崎事業所

(３)　施設の所在地

平成29年度 平成30年度 平成31年度

5（件）

(４)　許可番号および許可取得年月日

(５)　処理方法

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合
物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及び
その化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合
物

(９)　受入可能な汚染物質と汚染状態

(６)　処理能力

(７)　処理前土壌の保管容量

(８)　処理後土壌の保管容量

神奈川県川崎市川崎区大川町５－７

第0860001005号　平成24年6月19日

分別等処理（異物除去、含水率調整）

320㎥/日（8時間）　40㎥／時間

1,000㎥

1,000㎥

4（件）

3（件）

0

0

日興サービス株式会社

平成29年度 平成30年度 平成31年度

3,577

4（件）

(3)法対象外土壌において汚染土壌管理票を使用しな
いケースの有無

　１．ある　　　　２．ない（全案件で管理票使用）

(4)上記で「１．ある」の場合、使用しない理由（事情）

1,196t

2,655t

8,650t

1,111t

平成31年4月より受入なし（現在プラント休止中）



３．技術的能力関係

－

－3人

１人(１)　統括管理責任者

(２)　運転維持管理担当者

0人

1人

1人(３)　大気関係公害防止担当者

(４)　水質関係公害防止担当者

(５)　ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類関係公害防止担当者



Ⅲ　その他全施設共通項目

１．汚染土壌管理票の保管

２．定期測定実施状況

① 　　法対象外も含め、全て５年間保管している。

②     法対象は５年、法対象外は　　　年間保管している。
管理票の保管期間について

③     その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周縁の地下水：3ケ月　に１回以上

*排出口からの大気有害物質：　　　　　に１回以上

①     法対象、法対象外案件を問わず実施している。

②     法対象のみ定期測定の対象としている。

③     その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②　法対象のみ法に規定される項目で測定している。

処理施設からの排出水：　　月に１回以上

①　全て法に規定される項目で測定している。

(１)　測定頻度について
　　*該当しない場合無記入で
可

(２)　測定対象について

(３)　測定項目について

③     法対象外案件は保管しない。（返送確認後、処分）

④     その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）


